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設備投資促進資金 
 

☑ カーボンニュートラルの実現（サーキュラーエコノミーの取組も含む）、ＤＸの推進、事業再構築の推進、

成長分野への進出、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施などを目的とした設備投資

に取り組む方向けの資金です。 

☑ 融資期間１５年間（※１）、融資限度額２億円（※１）と長期の安定した資金調達が可能です。 

※１ 土地・建物の取得等を含む場合に限ります。 
 
 
 
 

■ カーボンニュートラルの実現、ＤＸの推進、事業再構築の推進のために設備投資を行いたい。 

■ 成長分野に進出したい、又は成長分野における事業を拡大したい。 

■ 人手の省力化やシニア・女性・障害者等の職場環境の整備等のために設備投資を行いたい。 

■ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を実施するための設備投資を行いたい。 
         

 設 備 資 金 運 転 資 金 
【原則、設備投資に伴う運転資金に限ります】 

限 度 額 
１億５，０００万円 

（一部２億円（※２）） ５，０００万円 

設備・運転併用の場合は、合計１億５，０００万円（一部２億円（※２）） 

利
率 

１０年超１５年以内     年１．５％以内                年１．４％以内 

 ５年超１０年以内 年１．３％以内                年１．２％以内 

 ３年超 ５年以内     年１．２％以内                年１．１％以内 

 １年超 ３年以内 
    年１．１％以内                年１．０％以内 

 

期間・償還方法 
１年超１０年以内 

（一部１年超１５年以内（※２）） １年超７年以内 

据置２年以内 元金均等月賦償還 
担 保 取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める 

保 証 人 個人：原則として不要 
法人：原則として代表者以外の連帯保証人は不要 

信 用 保 証  付する（保証料 年０．４５％～１．６４％以内） 
※２ 土地の取得又は建物の建築・取得に必要な資金を含む場合に限ります。 

        
設 備 資 金 運 転 資 金 

カーボンニュートラルの実現、ＤＸの推進、事業再構築の推進、

成長分野への進出、人手の省力化、シニア・女性・障害者等の

職場環境の整備等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止策の実施を目的とした資金 

設備の新設に伴い必要となる経費（※３）に充てる資金（※４） 
※３ 新設した機械設備用の材料を購入する費用等 

※４ カーボンニュートラルの実現の場合、様式１４－３の事業計画に記

載の導入設備であって、資本的支出に該当せず、運転資金に当た

るものを含みます。 
 

ただし、次の資金使途は融資対象になりません。 
×住宅、株式、乗用車の取得資金 

×法令に違反する設備及び県外に設置する設備のための資金    
×申込者以外が使用する設備のための資金   

×借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金  

×設置済み（土地取得済み等）又は支払済みの設備のための資金 等 
  

埼玉県中小企業制度融資⑤
彩の国 
埼玉県 

融資については取扱金融機関
及び信用保証協会の審査により
決定されますので、申込要件を
満たしてもご希望に添えない場
合があります。 

! 

 令和５年４月１日現在。（固定金利） 

融 資 条 件 

次のような方におススメです 

資 金 使 途 

この資 金 の特 徴  

カーボンニュート
ラルの実現・DX
の推進・事業再
構築の推進要件


